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台風時に係る児童の登校について（お知らせ） 

 

 台風時の児童生徒の登校について、町立給食センターの「台風時の学校給食対応基準時間」も

勘案し、以下の通りとします。ご確認の上、今後の台風時の対応をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登校前に台風が近づいてきた時 

（１）テレビやラジオの台風情報を注意して聴いてください。 

（２）暴風警報が発令されたら学校へは登校しません。外出はせず、家庭学習をします。 

２ 登校後に暴風警報が発令された時 

（１）登校後、暴風警報が発令された時は、安全指導後、児童生徒は速やかに下校します。帰

宅後は外出せず、安全に過ごします。 

３ 台風が遠ざかっている時（特に注意が必要） 

（１）テレビ・ラジオの台風情報を注意して聞いてください。 

（２）暴風警報が解除になった場合は、以下の対応をお願いします。 

暴風警報が午前６時３０分までに解除 

になった場合 

給食あり 

安全に気を付けて通常通り登校します。 

暴風警報が午前６時３０分以降に解除 

になった場合 

給食なし 

休校となります。終日登校なしです。 

※不要不急の外出はせず、家庭で学習し、安全に過ごします。 

４ その他 

（１）保護者の皆様が、一斉に学校へ問い合わせの電話をすると、緊急の連絡等ができなくな

るおそれがあります。各家庭でテレビやラジオ、インターネット等で台風情報をご確認

ください。また、すぐーる等にも情報を掲載しますのでご確認ください。 

（２）教育委員会からの指示がある場合は、上記内容に関わらず休校となる場合もあります。 


